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1．なぜスピーチをするか 

    ・・・三つの論点 

 今開かれております国会の開会冒頭、わた

くし外交演説というものを致しました。その

最後で、実は一つ公約をしております。 

 「今後はこれまでにも増して、我が国外交

の目指すところを論じ、国内外に伝えていく

ことに私自身努力する」という約束です。き

ょうのスピーチも、この時切った手形を落と

す一環とお受けとめください。 

 外務大臣という立場になりいつも強調して

おりますのは、外交というものを「なんのた

め」にしているのか、そして外務省とはいっ

たい何をする役所なのか、常に自問自答すべ

きだということです。 

 例えばわたしども、外交に当たって、ODA

を貴重なツールとして使います。人と人との

交流を増やそうとします。 

 しかし、「ODAのための ODA」などというも

のは、そもそもあってはなりません。「交流の

ための交流」もあり得ないわけですが、「なん

のため」という問いを常々念頭に置いておか

ないと、ついそこに手段と目的の混同を起こ

します。 

 回り回ってすべては日本のため、そこに住

む者の幸せのためである、という外交の本質

が、見えなくならないとも限りません。 

 さらには外務省の本務とは、いま申しまし

た意味での外交の本質を、ひたすら追求する

というところにあるはずです。 

 この際そこらを根気よく何度も言葉にし、

国民とともに確かめるのは無駄ではないだろ

う――。省員たちの意見も聞く中で、そう思

うに至りました。ですからほぼ毎月一度、テ

ーマを変えつつスピーチするつもりですが、

背後にはそんな事情があるのだとご承知おき

ください。 

 そこできょう経済外交を取り上げるに当た

っても、外務省とはいったい何をし、またし

ようとする役所なのか、経済外交という場合、

その目的は何なのかという、基本中の基本を

考えてみようと思っています。 

 ことに申し上げたいのは、次の三点です。 

 第一に、外務省には、世界経済にグローバ

ル・ルールを打ち立てて、しかもそこに国益

を反映させていくという、ほかにはできない

仕事が確かにあるということです。 

 ルールとはもちろん、利害の衝突から生ま

れます。まして世界にあてはまるルールとな

ると、それをつくる過程は必ず国益のせめぎ

合いになります。 

 そこを頑張って渡り切り、一つ一つの部門

利益というより総体として日本の国益が伸ば

せるよう、世界のルールづくりをになってい

く。要はそれこそ、外務省ならではの任務で

あります。 

 第二に、いま我が国はいわゆる WTO交渉の

ほか、それを補完・強化するため、EPA、エコ

ノミック・パートナーシップ・アグリーメン

トというものを、いろいろな国と交渉してお

ります。これがいったい何で、何を目指すの

か、この際再確認しておきたいということで

す。 

 第三に、その EPAを、どうせ手がけるなら

あくまで迅速に進めたいということです。現

状のスピードに、わたし自身決して満足して

おりません。この際ギアを入れ換えて大いに

速度を上げない限り、国民の支持は覚束ない

と思います。 
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 そんな順番で、以下お話をさせてください。 

2．外務省ならではの仕事とは 

 外務省が手がける経済外交とはよくよく煎

じ詰めたところ、世界の中で日本国民と日本

企業が安心して働き、利益を伸ばすことがで

きる大きな環境をつくることだろうと思いま

す。 

 法的にきちんと安定した制度に支えられ、

将来を見通しやすい環境を、外国と共同して

まず作る。作ったら、それをメンテナンスし、

たゆまず強化していくことだと言い換えるこ

ともできます。 

 WTOの務めが、まさしくそれです。専門家

が言う「法的安定性」と「予測可能性」を、

WTOを舞台に世界の経済へもたらしていくこ

とは、結局みんなのためになり、もちろん日

本の利益にもなるわけです。 

 そのような意味で外務省とは、日本国民と

日本企業の経済的利害を、最もマクロな視点

から代表し、守っていこうとする「ロイヤー」

のようなものかもしれません。 

 長期の不安要因をコントロールしようとす

る点では、一種の「保険会社」であるとも言

えます。もちろんここでは、そうならなけれ

ばならない、という意味で、自分に言い聞か

せるため申し上げているわけです。 

 以上を前置きに、以下では外務省「にしか」

できない仕事が何かという点、もう少し噛み

砕いてみます。 

 米国に、USTRという組織があります。ああ

いうものを我が国にもつくれという声は、時

折出てきます。もしつくってしまうといかに

も屋上屋となるに違いないのですが、ではな

ぜ、日本にはいまさら必要がないのかという

ところ、皆さんに分かっていただく必要があ

ります。 

 ほかの役所や機関にはできず、外務省「に

しか」できない仕事というのは、こと経済外

交に限って言う場合あるのか、と。あるなら

その本質は何なのか、ということです。 

 今回スピーチする目的の一つはそこに答え

ようとすることですから、わたしなりに考え

て、外務省「にしか」ない特質を三つにまと

めてみました。 

 その一。外務省は、特定の産業を後ろに背

負っていない。特定産業との利害関係がない

から、中立に、「国益」重視で行けます。 

 その二。昔は「条約局」、いまは「国際法局」

といって、法律の専門家集団を中に抱えてい

ます。国対国や、マルチの（多国間の）経済

交渉で決まったことは、紙に落としてルール

にしないといけません、そこを専門にする職

能集団を抱えております。 

 ルールをつくって「法的安定性」と「予測

可能性」を打ち立てるのが、経済外交の本務

であるなら、まさにそれを専門にする集団を

抱えているのが外務省なわけです。 

 その三。経済交渉で目的を達成しようとす

る場合、政治や安全保障など、国と国の絡み

合った利害の中で、あっちを押してこっちを

引く、というようにしながら実（じつ）を取

る、というのが大方のやり方である。つまり

間口を大きく構えていないといけませんが、

それができるのは外務省だけです。 

 以上、三つにまとめてみましたが、こうい

う能力を与えられていればこそ、外務省は、

内では各省各界、利益の調整に走り回って、

文字通り汗をかき、外では、まがりなりにも

「オール・ジャパン」を代表して交渉できる

わけです。 
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 わたしの役割はというと、裏方でいろいろ

動く省員たちを励まし共に努力していくこと

ですが、一言で言うと調整役の総元締めです。

難しい問題であればあるほど、総理の下で関

係閣僚の皆さんとお話しながら、外務大臣が

自ら力を奮わなければならないのは当然のこ

とでしょう。 

 また言うまでもありませんが、外務大臣と

外務省の上に、首相と首相官邸の指導力があ

ります。国家としての意思がそこで決まり、

外務省は交渉のプロとして、またルール・メ

ーキングの専門家として、実地の任務に当た

ると、そういうことだろうと思います。 

 さてその交渉の相手は、長年の行き掛かり

やら、どこで譲ってどこで勝ったといった星

取表を覚えこんでいる海千山千ばかりです。

わが外務省はどんな人材を使っているのか。

おのずと疑問が湧いてきます。 

 それで、ここは外務大臣としてむしろ陽を

当ててやりたい部分なのですが、いろいろ制

約の多い人事制度をやり繰りし、専門家をつ

けようとそれなりに苦心している形跡が分か

ってまいりました。 

 GATTの時代から経済交渉に携わり、「ガッ

ト屋さん」とか、もう少し砕いて、「ガッチャ

マン」と呼ばれてきた交渉担当者の一群がお

ります。彼らの中には今も、WTOや EPAの交

渉第一線に当たっている者が少なくありませ

ん。 

 また外務省の経済局には、民間から手を貸

しにきてくれている人たちもいます。 

 例えば EPAを進めようと外務省へやってき

た弁護士さんが、七人います。商社やメーカ

ーから働きにきてくれている三〇代の男女も、

意外と少なくありません。 

 「ガッチャマン」にしろ、民間出身の若い

人たちにしろ、こういう集団がいるとは外務

大臣になるまでわたし自身知らなかったこと

なので、皆さんも知らないだろうと思い、あ

えて言及した次第です。 

3．日本の EPAは FTAより広くて深い 

 さて WTOについて触れない経済外交スピー

チはないと思い、何を言うべきか考えてみま

した。 

 日本は明治の開国以来長い間、関税の自主

権を持つことができませんでした。戦後、昭

和 30（1955）年に GATTへ加盟してからです

ら、ごく最近の平成 7（1995）年まで、いわ

ゆる GATT第三十五条の適用という差別的な

扱いに苦しんだ歴史があります。 

 WTO交渉とは、そういう不平等な秩序を誰

も味わわずに済むよう、世界を公平なルール

が仕切る場所へ変えていく試みです。グロー

バル・ルールを打ち立てていくための、土俵

づくりだと言えるでしょう。 

 しかしこれはこれで一本のスピーチを必要

とするような話で、きょうわたしの言いたい

ことは結局のところ、「日本として、いまの

WTO交渉をまとめなければならない」という

点に尽きます。 

 ずるずる交渉をただ続けていると、WTOの

信頼性を傷つけるだけに終わります。お互い

譲れない一線はあるにせよ、もういい加減、

日米欧、ブラジル、インドなど主要国が、話

をまとめる段階に来ています。 

 交渉では、どの国にせよ満額回答を取れる

ということはありません。本年中の交渉期限

をしっかり守る。それが主要国の責任だと思

うわけです。 

 WTOについてはそれだけ申し上げたうえ、
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本日は話題になることの多い FTAと、我が国

が進めている EPAに論点を絞り、両者の違い

とか、目指すところを話してみることにしま

す。 

 まず、「自由貿易協定」と訳される「FTA」

と、「経済連携協定」という意味の「EPA」と

の違いについてです。 

 FTAとは、モノの貿易なら関税を引き下げ

よう、サービス貿易なら、外資規制などをな

くそうというものです。クニザカイの垣根を

前提としており、その意味で 20世紀型の仕組

みです。 

 それに対し我が国が進めている EPAでは、

交渉する国同士が踏み込んで、安心して投資

ができる枠組みを作るとか、知的財産権保護

の仕組みを揃えておくといったことを致しま

す。これで、製造業の工程間分業とか、双方

向の投資が一層活発になります。 

 また、看護師や介護福祉士といった特定資

格をもつ人材の交流を盛んにするとか、まさ

に経済にクニザカイというものがなくなった

実態を前提としているのが EPAです。 

 FTAのように垣根をはさんで会話するので

なく、経済制度をつくったり変えたり、踏み

込んだ対話をするのが EPAなので、多くの場

合先方の人材づくりを手伝う作業まで伴いま

す。 

 実際途上国と深い対話をしようとすると、

人材づくりのお手伝いは避けて通れません。

逆に言うとそこを素通りする対話は、表面を

なでただけのものに終わりがちです。 

 例えば昨年、リビアのカダフィ大佐の子息

（セイフ・アルイスラム・カダフィ氏）が来

た時も、リビアには地方自治が発達していな

いので、地方自治法、地方税の取り方をお教

えする等々、いろいろな話が、これはわたし

が総務大臣の時にありました。 

 ほかに例えばベトナムからは、内務大臣を

含む地方行政の責任ある立場の人を平成 15

年度に 8人、16年度に 6人お呼びして、立川

市にある自治大学校などを舞台に勉強してい

ただくというようなことをやっています。パ

レスチナの課題の一つというと、まさに政府

組織をどうつくるかですが、平成 17年度には、

パレスチナからも 2人、研修生が自治大学校

へ来ています。 

 今、生身の人間同士が交流する一例を申し

上げましたが、日本が結んでいる EPAは、人

と人との交わりの中で、互いに力を付け合う

協力関係を深め、一緒により豊かな世界を作

り出そうとするものです。つまり、FTAより

は質において比較にならないほど深いし、カ

バーする範囲も広いのが EPAなわけです。 

 ところが不思議なことに、日本は EPAで「小

粒の合意」を繰り返しているといった批判を

聞くことがあります。とんでもないのであり

まして、最近署名したマレーシアとの EPAを

例にとると、往復貿易額の実に 97％に対応す

る関税がなくなります。加えてサービス、投

資、知的財産、競争、ビジネス環境整備とい

った分野をみな対象にしており、人材育成面

での協力なども含むのですから、「小粒」どこ

ろか、十分「ヘビー級」です。 

 それからもう一つ。財界の皆さん始め多方

面から、我が国は米国とこそ EPAを結ぶべき

だという意見をいただきます。 

 これにハイ分かりました、やりますと答え

られれば話は楽ですが、ここは正直に申し上

げて、わたし自身にも、外務省を含む政府全

体にも、結論がありません。イエスとも、ノ

ーとも言い切る自信がない。 
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 何かこう、自信のないことは、大臣などは

言ってはいかんことになっておりますが、あ

えてウソのないところを申し上げました。 

 やるなら、既存の EPAと次元の違うものに

なることだけは明確です。日米の経済はもう

ケタはずれに深い関係を結んでいるし、両国

合わせると、世界経済の 4割を占めるという

大きい話でもあるからです。 

 少なくとも判断保留、思考停止というのは

よろしくない。外務省の諸君には、引き続き

しっかり悩んでいただきたいし、わたし自身、

政府の中で考え続けていきたいとだけお約束

しておきます。 

4．EPAとは「仲間づくり」戦略 

 さていま日本は、アジアで既にシンガポー

ル、マレーシアと EPAの発効・署名を済ませ、

タイとは実質的な交渉を終えています。イン

ドネシアや ASEAN全体とも交渉を進めている

ほか、ベトナムやブルネイとも近く交渉に入

る運びです。米州ではメキシコと既に発効さ

せ、先月からチリとの交渉を始めました。 

 ルールづくりとは取りも直さず等しい価値

観を共有することですから、いま日本がして

いることはわたしに言わせると、国益を念頭

におきながら、価値観を同じくする仲間をア

ジア太平洋からだんだんと広げていこうとし

ているわけです。 

 ではこの先どういう国々と EPA交渉をして

いくかについて、皆さんの関心を喚起してお

きたいのは、一昨年 12月に政府全体で作った

基本方針（「今後の経済連携協定の推進につい

ての基本方針」）のことです。 

 「交渉相手国・地域の決定に関する基準」

が別に添えられており、そこで明言している

通り、我が国全体としての経済利益を確保す

るため、次の五点を考慮することにしていま

す。 

 第一に、EPAによって貿易や投資が拡大し、

相手の国に進出した我が国企業のビジネス環

境が良くなるかどうか。第二に、EPAがない

ことに伴う不利益とは、どうしても解消しな

ければならないものか。 

 資源や食糧の安定供給を図るのに役立つか、

というのが第三点。我が国の構造改革を促す

ため有意義かというのが第四の論点で、最後

は専門的・技術的労働者の受け入れを促進で

きるかどうかという点です。 

 以上五点に加えて、我が国にとって有利な

国際環境がつくれるか否かといった論点とか、

そもそも相手国の状況は EPAを結ぶにふさわ

しいかといったもろもろを勘案し、決めるこ

とになります。 

 ここからお察しいただけます通り、こうし

て結んでいく EPAとは取りも直さず、日本に

とって、強い絆で結ばれる仲間を一つ一つ作

っていくことだと言ってかまいません。仲間

づくりにうってつけの仕組みであるという側

面が、実のところ EPAにはあるのです。 

 そもそも EPAとは、そう易々と結べるもの

ではありません。仕上がり段階の合意文書は

厚みが何十センチにもなるほどで、そのこと

を先だって小泉首相に申し上げたら、「ほおー

っ」と感嘆の声が出ました。 

 大変な仕事を一緒にする。だから友達にな

る。これは古今東西を通じる真理で、多人数

で長い時間手がける EPA交渉にはその妙味が

表れます。 

 そればかりではありません。先ほど申しま

した通り、EPA交渉とは往々にして、先進経

済をもつ我が国から途上国へ、制度づくりに
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関する大々的な技術・ノウハウの移転を伴い

ます。 

 早い話、日本と EPAを結んで良かった、い

ろんな意味で自分のためになったと言っても

らえて、初めて互恵互助の「仲間づくり」が

できたと言えるわけです。 

 そういう妙味を発揮する EPAの相手国が、

これまでのところ ASEAN諸国に集中している

ことを、わたしは偶然だとは思いません。1995

～2003年にかけ ASEAN諸国に日本、中国、韓

国がどれくらい直接投資したか、手元に数字

があります。それによると、日本の対 ASEAN

投資は、中国の 44倍、韓国の 11倍という規

模に上っています。 

 タイの電力は、その 1割が日本の ODAプロ

ジェクトで作られているというような例を引

くまでもなく、日本は ASEAN諸国でインフラ

整備にも一役買ってきました。これらがあい

まって、日本と ASEANには深い相互依存関係、

信頼関係があります。 

 それを「何十センチにも上る書類」で固め

ましょうとやるのが EPAですから、仲間づく

りにこれほど効果的な方法も、ざらにはない

わけです。 

 実地の交渉を手がけるのは例の外務省の虎

の子、「ガッチャマン」たちですが、わたしか

ら言うなら、彼らはただ単に日本国民や企業

の金銭的利益を追求しているのではありませ

ん。アジアと世界に、一つまた一つ、深い相

互依存で結ばれた仲間をこしらえていくとい

う、まこと外交官冥利に尽きる仕事をしてい

るのだと思います。 

5．一層のスピードアップが急務 

 最後に EPAというもの、慌ててやる必要は

ないが、急いでやるべしと申し上げて、締め

括りにしたいと思います。 

 初めに述べたように、EPA交渉のこれまで

のスピードに、わたしは決して満足している

わけではありません。他方、それがどれほど

大変な作業かという実態を知るにつけ、例え

ば速度を倍、三倍に増やしていくなどは、不

可能だと思わざるを得ないのも事実です。 

 そこで、ここでは三つの改善策を提案した

いと思います。 

 第一は、これまでの交渉の蓄積が出来てき

たので、初めから仕上がりの姿をいわば雛形

として相手国にお見せし、つくっていく方法。

これは、ベトナム、ブルネイ、インドといっ

た相手に試しつつあります。 

 第二に、相手国によっては、これまでの EPA

のメニューを全て交渉するのでなく、FTA部

分に絞るとか、投資協定を先行させるなど、

様々なパターンの取り組みがあってもいいで

しょう。 

 第三に、事前準備に時間をかけず、直接交

渉入りするケースもあって構いません。従来

は、民間の学者などを交えた研究会を必ず経

てから交渉にかかったものでしたが、いま進

めようとしている GCC相手の交渉は、そこを

思い切って省きます。 

 ペルシャ湾岸六カ国の集まりである GCC諸

国は、言うまでもなく我が国が石油の 75％、

天然ガスの 23％以上を依存し、エネルギー安

全保障政策上極めて大切なパートナーですが、

今回は先方からの熱い呼びかけに応えて FTA

を一発ドン。相当早く結べると思います。 

 いずれにせよ悠長なことは言っていられま

せん。冒頭「経済外交とは」と定義をしたと

きの表現を思い出していただけるなら、EPA

は日本のため進める仕事です。グローバル経
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済が激しく先行する実態に、ルールをもって

追いつこうとする方策です。今まで以上に速

く手がけていくことを外務大臣としてお約束

し、本日のお話を終えようと思います。ご清

聴有難うございました。 
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